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(57)【要約】
【課題】電極部に接続する信号線間に発生する寄生容量
成分を低減して高精度に光学基板間の距離を検出し、所
望の波長の光を精度よく分光する。
【解決手段】対向面に反射膜２を有し間隔を空けて対向
する２つの光学基板３ａ，３ｂと、該光学基板３ａ，３
ｂの間隔を変化させるアクチュエータと、対向面にそれ
ぞれ配置された光学基板３ａ，３ｂの間隔を検出するた
めの電極部６ａ，６ｂを有する静電容量センサ６とを備
え、一方の光学基板３ａの電極部６ａに接続する信号線
７の接続位置と、他方の光学基板３ｂの電極部６ｂに接
続する信号線７の接続位置とが、光学基板３ａ，３ｂの
光軸回りに周方向にずれている可変分光素子を提供する
。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向面に反射膜を有し間隔を空けて対向する２つの光学基板と、
　該光学基板の前記間隔を変化させるアクチュエータと、
　前記対向面にそれぞれ配置された前記光学基板の前記間隔を検出するための電極部を有
する静電容量センサとを備え、
　一方の前記光学基板の前記電極部に接続する信号線の接続位置と、他方の前記光学基板
の前記電極部に接続する信号線の接続位置とが、前記光学基板の光軸回りに周方向にずれ
ている可変分光素子。
【請求項２】
　前記電極部が、前記光軸回りに周方向に間隔をあけて３箇所以上に配置されている請求
項１に記載の可変分光素子。
【請求項３】
　前記一方の光学基板に、当該一方の光学基板の前記対向面よりも、前記他方の光学基板
から光軸方向に離れた位置に配置される離間部が設けられ、
　前記信号線の接続位置が前記離間部に設けられている請求項１に記載の可変分光素子。
【請求項４】
　前記離間部が、前記対向面の外周部に設けられ、半径方向外方に向かって他方の光学基
板から光軸方向に漸次遠ざかる傾斜面からなる請求項３に記載の可変分光素子。
【請求項５】
　体腔内に挿入される細長い挿入部の先端に請求項１から請求項４のいずれかに記載の可
変分光素子を備え、
　該可変分光素子の前記電極部に接続される全て前記信号線が、前記電極部への接続位置
の最小間隔以上の相対間隔をあけて、前記挿入部の長手方向に沿って配線されている内視
鏡装置。
【請求項６】
　前記信号線が、相互にほぼ同等の相対間隔を維持しつつ前記挿入部の長手方向に沿って
配線されている請求項５に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記挿入部内に、前記信号線により伝送される信号を増幅する増幅回路が備えられ、
　前記電極部と前記増幅回路との間において、全て前記信号線が、前記電極部への接続位
置の最小間隔以上の相対間隔をあけて、前記挿入部の長手方向に沿って配線されている請
求項５に記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可変分光素子および内視鏡装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　対向面に光学コート層が設けられた２枚の光学基板を対向させ、その間隔を可変とした
エタロン型の可変分光素子が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
　この可変分光素子は、２枚の光学基板の対向面に静電容量センサのセンサ電極を備え、
静電容量センサによって光学基板間の間隔寸法を検出し、平行性を保ちながら間隔を制御
することができるようになっている。
【０００３】
【特許文献１】特開平１－９４３１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、静電容量センサを用いた場合には、電極間の容量のみならず信号線間に
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発生する寄生容量も同時に検出されてしまうため、光学基板間の距離変化による容量変化
の検出信号は、寄生容量が大きくなる場合には相対的に小さくなり、分解能が低下すると
いう問題がある。特に、光学基板間の距離が大きくなってくると、検出信号の絶対値が小
さくなってくるが、信号線間に発生する寄生容量はさほど変化しないので、検出信号が寄
生容量に伴うノイズに埋もれてしまうという不都合がある。
【０００５】
　本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであって、電極部に接続する信号線間に発
生する寄生容量成分を低減して高精度に光学基板間の距離を検出し、所望の波長の光を精
度よく分光することができる可変分光素子および内視鏡装置を提供することを目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。
　本発明は、対向面に反射膜を有し間隔を空けて対向する２つの光学基板と、該光学基板
の前記間隔を変化させるアクチュエータと、前記対向面にそれぞれ配置された前記光学基
板の前記間隔を検出するための電極部を有する静電容量センサとを備え、一方の前記光学
基板の前記電極部に接続する信号線の接続位置と、他方の前記光学基板の前記電極部に接
続する信号線の接続位置とが、前記光学基板の光軸回りに周方向にずれている可変分光素
子を提供する。
【０００７】
　上記発明においては、前記電極部が、前記光軸回りに周方向に間隔をあけて３箇所以上
に配置されていることとしてもよい。
　また、上記発明においては、前記一方の光学基板に、当該一方の光学基板の前記対向面
よりも、前記他方の光学基板から光軸方向に離れた位置に配置される離間部が設けられ、
前記信号線の接続位置が前記離間部に設けられていることとしてもよい。
【０００８】
　また、上記発明においては、前記離間部が、前記対向面の外周部に設けられ、半径方向
外方に向かって他方の光学基板から光軸方向に漸次遠ざかる傾斜面からなることとしても
よい。
【０００９】
　また、本発明は、体腔内に挿入される細長い挿入部の先端に上記いずれかの可変分光素
子を備え、該可変分光素子の前記電極部に接続される全て前記信号線が、前記電極部への
接続位置の最小間隔以上の相対間隔をあけて、前記挿入部の長手方向に沿って配線されて
いる内視鏡装置を提供する。
【００１０】
　上記発明においては、前記信号線が、相互にほぼ同等の相対間隔を維持しつつ前記挿入
部の長手方向に沿って配線されていることとしてもよい。
　また、上記発明においては、前記挿入部内に、前記信号線により伝送される信号を増幅
する増幅回路が備えられ、前記電極部と前記増幅回路との間において、全て前記信号線が
、前記電極部への接続位置の間隔以上の相対間隔をあけて、前記挿入部の長手方向に沿っ
て配線されていることとしてもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、電極部に接続する信号線間に発生する寄生容量成分を低減して高精度
に光学基板間の距離を検出し、所望の波長の光を精度よく分光することができるという効
果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施形態に係る可変分光素子１について、図１および図２を参照して
説明する。
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　本実施形態に係る可変分光素子１は、図１に示されるように、例えば、平行間隔をあけ
て配置され対向面に反射膜（光学コート層）２が設けられた２枚の円板状の光学基板３ａ
，３ｂと、該光学基板３ａ，３ｂの間隔を変化させるアクチュエータ３ｃとを備えるエタ
ロン型の光学フィルタである。光学基板３ａは、枠部材４に直接固定され、光学基板３ｂ
は、アクチュエータ３ｃを介して枠部材４に取り付けられている。
【００１３】
　前記２つの光学基板３ａ，３ｂの内、一方の光学基板３ｂには、他方の光学基板３ａと
の対向面の外周部に、全周にわたって形成されたテーパ状の傾斜面（離間部）５が備えら
れている。傾斜面５は、半径方向外方に向かって２つの光学基板３ａ，３ｂの間隔寸法を
漸次広げる方向に傾斜している。
【００１４】
　アクチュエータ３ｃは積層型の圧電素子であり、光学基板３ｂの周縁に沿って周方向に
等間隔をあけて４カ所に設けられている。
　この可変分光素子１は、アクチュエータ３ｃの作動により、光学基板３ａ，３ｂの間隔
寸法を変化させ、それによって、光軸方向に通過する光の波長帯域を変化させることがで
きるようになっている。
【００１５】
　前記２つの光学基板３ａ，３ｂには、該光学基板３ａ，３ｂの間隔を検出するためのセ
ンサ６が備えられている。センサ６は、静電容量方式のものであって、光学基板３ａ，３
ｂの光学有効径Ｂ（図２参照。）外の外周部に備えられ、４対のセンサ電極６ａ，６ｂを
有している。
【００１６】
　これらセンサ電極６ａ，６ｂは、図２に示されるように、光学基板３ａの外周部に周方
向に沿って等間隔に配置され、相互に対向するように配置されている。また、各センサ電
極６ａ，６ｂには、該センサ電極６ａ，６ｂに接続する配線パターン６ｃ，６ｄと、該配
線パターン６ｃ，６ｄに接続する配線パッド（接続パターン）６ｅ，６ｆとが設けられて
いる。これら、センサ電極６ａ，６ｂ、配線パターン６ｃ，６ｄおよび配線パッド６ｅ，
６ｆは、光学基板３ａ，３ｂの表面にアルミニウム等の材料を蒸着することにより、一体
的にコーティングされている。
【００１７】
　本実施形態においては、配線パターン６ｄおよび配線パッド６ｆが傾斜面５にそれぞれ
設けられている。配線パッド６ｅ，６ｆは、配線パターン６ｃ，６ｄよりも半径方向外方
に配置されている。これにより、配線パッド６ｅ，６ｆは、光学基板３ａ，３ｂの間隔方
向に十分に離れた位置に配置されている。
【００１８】
　配線パッド６ｅ，６ｆは、配線７を、例えば、溶接等により接続するために、配線パタ
ーン６ｃ，６ｄと比較して十分に広い面積を有している。また、配線パターン６ｃ（６ｄ
）は、対向する配線パターン６ｄ（６ｃ）との間に大きな静電容量を形成しないように、
十分に細く、センサ電極６ａ，６ｂからの信号伝達の抵抗とならない程度の太さに形成さ
れている。
　さらに、本実施形態においては、２つの光学基板３ａ，３ｂに設けられた配線パッド６
ｅ，６ｆにおける配線７の接続位置が、光軸回りに周方向に角度αだけずれた位置に設定
されている。
【００１９】
　エタロン型の可変分光素子１は、反射膜が平行なときに高い透過率が得られるが、その
平行度調整に誤差があると透過率が急激に低下する。したがって、撮像ユニット２に用い
られる可変分光素子１としては、間隔を変化させたときの２つの光学基板３ａ，３ｂの傾
き誤差を調整するために、複数のセンサ６を備え、複数のアクチュエータ３ｃを有してい
ることが望ましい。
　センサ電極６ａ，６ｂからの信号をもとに、アクチュエータ３ｃへの駆動信号のフィー
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ドバック制御を実施することにより、透過率特性の制御において精度を向上させることが
できるようになっている。
　上記のような構成を採用して高い透過率が得られれば、戻り光量が少ない場合、例えば
、戻り光量が少ないことの多い生体観察（反射光観察、特に蛍光観察）の場合においては
、特に大きな効果が期待される。
【００２０】
　このように構成された本実施形態に係る可変分光素子１の作用について以下に説明する
。
　本実施形態に係る可変分光素子１によれば、平行間隔をあけた２枚の光学基板３ａ，３
ｂの光学有効径Ｂの領域に光を入射させることにより、光学基板３ａ，３ｂの間隔寸法に
応じて定まる波長の光のみが２枚の光学基板３ａ，３ｂを透過し、残りの光は反射される
。そして、アクチュエータ３ｃの作動により２枚の光学基板３ａ，３ｂの間隔寸法を変化
させることにより、該２枚の光学基板３ａ，３ｂを透過する光の波長を変更し、これによ
り所望の波長帯域の光を他の波長帯域の光から分光することができる。
【００２１】
　光学基板３ａ，３ｂの対向面にはセンサ電極６ａ，６ｂが対向して配置されているので
、センサ電極６ａ，６ｂ間に形成された静電容量を示す電圧信号が検出され、該電圧信号
に応じてセンサ電極６ａ，６ｂ間の間隔寸法を検出することができる。光学基板３ａ，３
ｂの周方向に間隔をあけてセンサ電極６ａ，６ｂが４対設けられているので、各対のセン
サ電極６ａ，６ｂ毎に、対応する位置の光学基板３ａ，３ｂの間隔寸法を検出でき、検出
された間隔寸法に基づいてアクチュエータ３ｃを制御することにより、２枚の光学基板３
ａ，３ｂを平行状態に維持しながら、精度よく間隔寸法を調節することができる。
【００２２】
　この場合に、本実施形態に係る可変分光素子１においては、一方の光学基板３ｂの外周
部にテーパ状の傾斜面５が設けられ、該傾斜面５に配線パターン６ｄおよび配線パッド６
ｆが形成されているので、２つの光学基板の配線パッド６ｅ，６ｆの位置では、十分に間
隔が離れており、対向する配線パッド６ｅ，６ｆ間に形成される静電容量を十分に抑える
ことができる。さらに、２つの光学基板３ａ，３ｂに設けられた配線パッド６ｅ，６ｆに
おける配線７の接続位置が、光軸回りに周方向に角度αだけずれた位置に設定されている
ので、配線７が極度に近接してしまうことも防止することができる。
　また、配線パターン６ｃ，６ｄにおいては、相互に近接する部分も存在するが、その幅
寸法を十分に小さく形成しているので、同様にして形成される静電容量を抑えることがで
きる。
【００２３】
　さらに、これら配線パターン６ｃおよび配線パッド６ｅを一方の光学基板３ｂの対向面
に隣接する傾斜面５に設けることにより、センサ電極６ｂ、配線パターン６ｄおよび配線
パッド６ｆを、一方向からのアルミニウム蒸着によって単一の製造工程で一体的に製造す
ることができる。この場合に、対向面および該対向面からなだらかに変化する傾斜面５に
形成されるセンサ電極６ｂ、配線パターン６ｄおよび配線パッド６ｆは、安定した厚さ寸
法のコーティングとして形成される。その結果、断線や電気抵抗の増大を生ずることなく
、センサ電極６ｂからの信号を正しく外部に取り出すことができる。
【００２４】
　また、本実施形態に係る可変分光素子１によれば、配線７を接続する配線パッド６ｅ，
６ｆが、光学基板３ａ，３ｂの傾斜面５の最外周位置に配置しているので、光学基板３ａ
，３ｂどうしを十分に近接させても、配線パッド６ｅ，６ｆどうしの間隔を十分に広く確
保することができ、また、配線パッド６ｅ，６ｆに接続された配線７どうしの干渉や近接
をより確実に防止することができる。
【００２５】
　特に、光学基板３ｂには傾斜面５が全周にわたって形成されているので、光学基板３ａ
，３ｂどうしを周方向に相対的に移動させても配線７と光学基板３ａ，３ｂとが干渉する
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こともない。その結果、組立時等に、センサ電極６ａ，６ｂが相互に対向する位置に配置
されるように光学基板３ａ，３ｂどうしの位相を調節しても、光学基板３ａ，３ｂや他の
配線７との干渉により配線７が損傷してしまうことを防止することができる。
　また、本実施形態に係る可変分光素子１のように、一方の光学基板を平坦なままにする
ことにより、簡易に製造することができる。光学基板３ａ，３ｂは入れ替えてもよい。
【００２６】
　なお、本実施形態に係る可変分光素子１においては、傾斜面５として単一の傾斜角度を
有するテーパ面状に形成したものを採用したが、これに代えて、傾斜角度が漸次変化する
曲面形状を有する傾斜面５を採用してもよい。
　また、本実施形態に係る可変分光素子１においては、一方の光学基板３ｂのみが、外周
部に全周にわたって形成された傾斜面５を備えることとしたが、これに代えて、両方の光
学基板３ａ，３ｂが配線パッド６ｅ，６ｆを形成する部分に部分的にあるいは全周にわた
って傾斜面５を有することとしてもよい。
【００２７】
　また、センサ電極６ａ，６ｂとして、光学基板３ａ，３ｂの周方向に間隔をあけて４カ
所に設けることとしたが、これに代えて、３カ所以上の任意の数だけ設けられていてもよ
い。３カ所以上にすることで、光学基板３ａ，３ｂの平面を規定することができ、２つの
光学基板３ａ，３ｂどうしの平行度を容易に精度よく達成することができる。
【００２８】
　さらに、図３に示されるように、一方の光学基板３ａに設けるセンサ電極６ａとして、
他方の光学基板３ｂに設けられた全てのセンサ電極６ｂに対向する大きさおよび形状の単
一のセンサ電極６ａを採用することとしてもよい。この場合においても、該センサ電極６
ａへの配線７の接続位置を、他の光学基板３ｂにおけるセンサ電極６ｂへの配線７の接続
位置に対して角度αだけずれた位置に配置することとすればよい。
【００２９】
　このように構成することにより、光学基板３ａ，３ｂどうしの相対的な周方向のズレを
気にすることなく組み立てることができ、組み立て作業をさらに容易にすることができる
とともに、配線７数を少なくしてクロストークノイズや、寄生容量の発生を防止すること
ができる。
【００３０】
　対向するセンサ電極６ａ，６ｂの個数が異なっても、光学基板３ｂに設けられたセンサ
電極６ｂに、光学基板３ａ設けられた４個のセンサ電極６ａが対向しているので、４対の
センサ６が構成されている。これにより、駆動自由度、すなわち、アクチュエータ３ｃの
個数と同じ４つの電圧信号を検出することができる。
【００３１】
　したがって、２枚の光学基板３ａ，３ｂの間隔寸法に一意的に対応した静電容量を示す
、アクチュエータ３ｃの個数と同数の電圧信号に基づいて２つの光学基板３ａ，３ｂ間の
間隔を精度よく制御し、所望の波長帯域の光を精度よく分光することができるという効果
がある。
【００３２】
　また、上記とは逆に、アクチュエータ３ｃの駆動により変位させられる光学基板３ｂに
設けられたセンサ電極６ｂの個数を、枠部材４に直接固定される光学基板３ａに設けられ
たセンサ電極６ａの個数よりも少なくすることとすれば、アクチュエータ３ｃの駆動時に
動く配線７数を少なくして、配線７間の容量変化に伴うノイズの発生を低減することがで
きる。
【００３３】
　また、図４および図５に示されるように、センサ電極６ａに対向するセンサ電極６ｂと
して、異なる大きさおよび形状を有するセンサ電極６ｂを採用してもよい。図４に示す例
は、２つのセンサ電極６ａに同時に対向する半円弧状のセンサ電極６ｂを有する場合であ
る。また、図５に示す例は、各センサ電極６ａにそれぞれ対向する１／４円弧状のセンサ
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電極６ｂを有する場合である。
【００３４】
　また、光学基板３ａ，３ｂの対向面に設けられた反射膜２を導電性の材料により構成し
、該反射膜２自体を、静電容量を形成するためのセンサ電極６ａ，６ｂとして兼用しても
よい。
【００３５】
　次に、本発明の一実施形態に係る内視鏡装置１０について、図６および図７を参照して
説明する。
　本実施形態に係る内視鏡装置１０は、図６に示されるように、生体の体腔内に挿入され
る挿入部１１と、該挿入部１１内に配置される撮像ユニット（分光装置）１２と、複数種
の光を発する光源ユニット１３と、前記撮像ユニット１２および光源ユニット１３を制御
する制御ユニット１４と、撮像ユニット１２により取得された画像を表示する表示ユニッ
ト１５とを備えている。
【００３６】
　前記挿入部１１は、生体の体腔に挿入できる極めて細い外形寸法を有し、その内部に、
前記撮像ユニット１２と、前記光源ユニット１３からの光を先端１１ａまで伝播するライ
トガイド１６とを備えている。
　前記光源ユニット１３は、体腔内の観察対象を照明し、観察対象において反射して戻る
反射光を取得するための照明光を発する照明光用光源１７と、該照明光用光源１７を制御
する光源制御回路１８とを備えている。
【００３７】
　前記照明光用光源１７は、図示しないキセノンランプおよびバンドパスフィルタを組み
合わせたものである。
　前記撮像ユニット１２は、図７に示されるように、挿入部１１の先端部に配置され、観
察対象から入射される光の波長を選択する上述した可変分光素子１（図７では図示の簡単
のために、光学基板３ａ，３ｂのみを示している。）と、可変分光素子１を透過した光を
集光して撮影するレンズおよび撮像素子を含む撮像光学系１９とを備えている。
【００３８】
　前記制御ユニット１４は、図６に示されるように、撮像素子を駆動制御する撮像素子駆
動回路２０と、可変分光素子１を駆動制御する可変分光素子制御回路２１と、撮像素子に
より取得された画像情報を記憶するフレームメモリ２２と、該フレームメモリ２２に記憶
された画像情報を処理して表示ユニット１５に出力する画像処理回路２３とを備えている
。
　撮像素子駆動回路２０および可変分光素子制御回路２１は、前記光源制御回路１８に接
続され、光源制御回路１８による照明光用光源１７の作動に同期して可変分光素子１およ
び撮像素子を駆動制御するようになっている。
【００３９】
　具体的には、可変分光素子制御回路２１が可変分光素子１を第１の状態としたときに、
撮像素子駆動回路２０が撮像素子から出力される画像情報を第１のフレームメモリ２２ａ
に出力させるようになっている。また、可変分光素子制御回路２１が可変分光素子１を第
２の状態としたときに、撮像素子駆動回路２０が撮像素子から出力される画像情報をフレ
ームメモリ２２ｂに出力させるようになっている。
【００４０】
　また、画像処理回路２３は、例えば、緑の帯域の反射光画像情報を第１のフレームメモ
リ２２ａから受け取って、表示ユニット１５の第１のチャネルに出力するようになってい
る。また、画像処理回路２３は、赤の帯域の反射光画像情報を第２のフレームメモリ２２
ｂから受け取って表示ユニット１５の第２のチャネルに出力するようになっている。
【００４１】
　本実施形態に係る内視鏡装置１０においては、図７に示されるように、各光学基板３ａ
，３ｂの配線パッド６ｅ，６ｆに接続された配線７が、各配線パッド６ｅ，６ｆへの接続
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位置の間隔以上の間隔を維持したまま、略平行に挿入部１１の長手方向に沿って配線され
、可変分光素子制御回路２１まで引き出されている。
【００４２】
　このように構成された本実施形態に係る内視鏡装置１０の作用について、以下に説明す
る。
　本実施形態に係る内視鏡装置１０を用いて、生体の体腔内の撮影対象を撮像するには、
挿入部１１を体腔内に挿入し、その先端１１ａを体腔内の撮影対象に対向させる。この状
態で、光源ユニット１３および制御ユニット１４を作動させ、光源制御回路１８の作動に
より、照明光用光源１７を作動させて照明光を発生させる。
【００４３】
　光源ユニット１３において発生した照明光は、ライトガイド１６を介して挿入部１１の
先端１１ａまで伝播され、挿入部１１の先端１１ａから撮影対象に向けて照射される。
　照明光は撮影対象の表面において反射され、可変分光素子１を透過した所定の波長の反
射光が撮像光学系１９の撮像素子の撮像面に結像されて、反射光画像情報が取得される。
【００４４】
　この場合に、緑の帯域の反射光画像を取得するには、可変分光素子制御回路２１を作動
させて可変分光素子１を第１の状態に切り替えることにより、撮像素子に到達する反射光
の波長帯域を５３０～５６０ｎｍに制限する。これにより取得された反射光画像情報は第
１のフレームメモリ２２ａに記憶され、表示ユニット１５の第１のチャネルに出力されて
表示される。
【００４５】
　また、赤の反射光画像を取得する場合には、可変分光素子制御回路２１を作動させて可
変分光素子１を第２の状態に切り替えることにより、撮像素子に到達する反射光の波長帯
域を６３０～６６０ｎｍに制限する。これにより取得された反射光画像情報は第２のフレ
ームメモリ２２ｂに記憶され、表示ユニット１５の第２のチャネルに出力されて表示され
る。
　このように、本実施形態に係る内視鏡装置１０によれば、反射光の異なる波長帯域に対
する画像情報を使用者に提供することができる。
【００４６】
　この場合において、本実施形態に係る内視鏡装置１０によれば、可変分光素子１にセン
サ６が設けられているので、第１の状態および第２の状態に切り替えられた際に、センサ
６により２枚の光学基板３ａ，３ｂの間隔寸法が検出され、アクチュエータ３ｃに加える
電圧信号がフィードバック制御される。これにより、挿入部１１の先端１１ａの小径化を
図ることができ、小型でありながら光学基板３ａ，３ｂの間隔寸法を精度よく制御して、
高精度に所望の波長帯域の光を分光し、鮮明な蛍光画像および反射光画像を得ることがで
きる。
【００４７】
　さらに、本実施形態においては、光学基板３ａ，３ｂの外周部に傾斜面５が設けられ、
該傾斜面５に、センサ電極６ａ，６ｂに接続する配線パターン６ｃ，６ｄおよび配線パッ
ド６ｅ，６ｆが設けられているので、対向する光学基板３ａ，３ｂに設けられた配線パッ
ド６ｅ，６ｆが十分に遠ざけられている。また、配線パッド６ｅ，６ｆへの配線７接続位
置が、光軸回りに周方向にずれた位置に配置されている。したがって、該配線パッド６ｅ
，６ｆに接続された配線７どうしを干渉させることなく、光学基板３ａ，３ｂどうしを十
分に近接させることができる。
【００４８】
　さらに、本実施形態に係る内視鏡装置１０においては、挿入部１１内に配線される配線
７が、配線パッド６ｅ，６ｆへの接続位置の間隔をほぼ維持したまま略平行間隔を保持し
つつ挿入部１１の長手方向に配置されているので、複数の配線７どうしが極度に近接する
ことを防止できる。これにより、配線７間に発生する寄生容量を抑え、ノイズの発生を抑
制することができる。そして、ノイズの発生を防止することにより、センサ６の出力信号
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のダイナミックレンジ全体を広く利用して、光学基板３ａ，３ｂ間の間隔を精密に調節す
ることができ、所望の画像を精度よく取得することができる。
【００４９】
　また、配線７間をほぼ同等の相対間隔に略平行に配線することで、配線７が相互にほぼ
同等の相対間隔が維持され、複数の配線７間における寄生容量を最小限に抑えることがで
きる。また、複数の配線７間の距離が同等に維持されるため、各配線７に寄生する寄生容
量のバラツキも最小化されるから、より精密な調節が期待される。
【００５０】
　なお、本実施形態に係る内視鏡装置１０においては、可変分光素子１として、図１～図
５のいずれかに示されたものを採用することとしてもよい。
　また、図８に示されるように、センサ電極６ａ，６ｂからの信号を増幅する増幅器２４
を挿入部内に配置し、配線パッド６ｅ，６ｆから増幅器２４までの配線７を略平行間隔を
あけて配線することにしてもよい。
【００５１】
　また、撮像素子としては、Ｃ－ＭＯＳ、フォトダイオード、電子増倍ＣＣＤ（ＥＭＣＣ
Ｄ）、電子打ち込み型ＣＣＤ（ＥＢＣＣＤ）など、任意の方式のものを採用することがで
きる。
　また、アクチュエータとしては、ピエゾ素子に代えて、磁歪素子を用いることとしても
よい。
【００５２】
　また、本実施形態に係る内視鏡装置１０においては、反射光画像を取得する装置につい
て説明したが、これに代えて、蛍光画像と反射光画像を取得するなど他の観察手法に用い
ることもできる。
　また、本実施形態においては屈曲部を有する軟性鏡のみならず、硬性鏡に適用してもよ
い。また、観察対象としては生体に限らない。配管や機械、構造物などの内部を対象とす
る工業用内視鏡にも適用できる。
【００５３】
　また、本実施形態においては、撮像ユニット１２に可変分光素子１を備える内視鏡装置
１０について説明したが、これに代えて、挿入部１１の先端に配置された光源ユニットに
可変分光素子１を備える内視鏡装置としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の一実施形態に係る可変分光素子を示す縦断面図である。
【図２】図１の可変分光素子に備えられる一対の光学基板を示す斜視図である。
【図３】図２の光学基板の変形例を示す斜視図である。
【図４】図２の可変基板の変形例におけるセンサ電極の形態と配置を示す図である。
【図５】図２の可変基板の他の変形例におけるセンサ電極の形態と配置を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る内視鏡装置を示す全体構成図である。
【図７】図６の内視鏡装置に備えられる挿入部内の可変分光素子までの配線方法を示す図
である。
【図８】図７の配線方法の変形例を示す図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１　可変分光素子
　２　コート層（反射膜）
　３ａ，３ｂ　光学基板
　３ｃ　アクチュエータ
　５　傾斜面（離間部）
　６　センサ（静電容量センサ）
　６ａ，６ｂ　センサ電極（電極部）
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　７　配線（信号線）
　１０　内視鏡装置
　１１　挿入部
　２４　増幅部（増幅回路）

【図１】 【図２】
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